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文注1　平成9年3月31日建設省通達を業者が拡大解釈をして、市街化区域で用途制限のある業務

    を「トレーラーハウスは建築物ではない」と主張したことが発端でありトレーラーハウス

    といえども都市計画法及び建築基準法に基づく用途制限は遵守すべきである。



文注2　文中「トレーラーハウス等を利用して各種業務を行う場合には・・・・」の各種業務とは

　　　 前段の文章とのつながりから、都市計画法及び建築基準法に基づく市街化区域内で用途制

　　　 限を受ける各種業務と判断される。　　　

　





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総評

　　　　　　         　　　　　　　　　　　　　　

従って、旅館、ホテル、カラオケボックス、ビリヤード場等の用途制限のある各種業務以外の健全

な業務にトレーラーハウスを利用する場合には、周辺の住民、周辺の環境に配慮しつつ、平成9年３

月31日建設省住指170号の通達を遵守して設置すべきである。又行政はむやみにこれを規制すること

なく、法に基づきトレーラーハウスを新しい産業として健全に育成していく義務があると考えます。
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